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はじめに 
 郡山市（以下「本市」と言います。）及び郡山市上下水道局（以下「上下水道局」と言います。）

が発注する建設工事、測量等又は製造・販売、物品調達、業務委託に係る競争入札に参加しよう

とする方は、本市に対し「競争入札参加資格審査申請」を行い、資格の認定を受け、「有資格業

者」となる必要があります。  

 今回、令和７・８年度の競争入札参加資格に係る審査申請（２年に１回の定期申請）を受け付

けますので、申請にあたっては、郡山市一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査等に関

する要綱（令和６年９月６日制定）、有資格業者名簿の登録の手法について（郡山市告示第 275

号（令和６年９月６日告示））及び本手引きの内容等を十分に確認し、書類を作成してください。 

 なお、この申請は上下水道局への申請も兼ねています。 

 

１ 競争入札参加資格審査申請の受付期間、審査基準日及び資格の有効期間 
 

受 付 期 間 令和６年 10月１日（火）から令和６年 11月 29 日（金）まで 

審査基準日 令和６年７月１日 

有 効 期 間 令和７年４月１日から令和９年３月 31日まで 【２年間】 

 

２ 前回からの変更点 

 (1) 有資格業者名簿への事前の登録 

   令和７・８年度より、本市及び上下水道局が発注する全ての競争入札（一般競争入

札・指名競争入札）及び見積合せに参加する場合は、原則、「有資格業者名簿」への事前

の登録が必要となります。 

   このことに伴い、現在名簿登録がない業種の事業者の方も競争入札参加資格審査申請

が必要となります。 

 

 (2) 登録区分の見直し 

   これまでの登録区分（建設工事、測量等又は製造・販売、物品調達、建築物等維持管理業

務委託）の登録業種に、リース・レンタル業及びその他の業務委託に係る登録業種を加え、

登録区分の統合及び再編成をしました。 

   詳細は以下のとおりです。 

   ア 建設工事：変更なし 

  イ 測量等又は製造・販売：変更なし 

  ウ 物品調達：リース・レンタル業を追加 

         （10 種目 23 品目） 

  エ 業務委託：区分名変更 

業種再編（36 業種→25 業種） 

         その他委託を追加（９業種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【現行】 【変更後】

【建設工事】

【測量等又は製造・販売】

【物品調達】

【業務委託】

　建築物等維持管理業務

追加
　電算関係、貨物運送、旅客運送、
　企画制作等、給食調理、
　行政計画策定、各種調査、
　計量証明関係、その他

登録区分イメージ

建設工事
29業種

測量等
８業種

現行のまま

36業種

建築物等維持管理業務委託

現行のまま

物品調達

　製造業

　販売業

新登録区分名：業務委託

追加

　リース・レンタル業

　その他

製造・販売
７業種

その他
（１種目）

物品調達

製造業
（６種目）

販売業
（20種目）

事務用機器やソフトウェア、

自動車など10種目23品目

９業種

業種見直し

計 34業種
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 (3) 申請書類の提出方法 

   原則、オンライン申請で提出してください。 

   インターネットを利用して郡山市オンライン申請サービスのサイトにアクセスし、ウェブ

上の申請フォームに必要事項を直接入力の上、申請に必要な添付書類をＰＤＦ形式で添付し

て提出してください。 

  ※「本社が郡山市内」にある方でオンライン申請が困難な場合は、紙媒体での提出も可能

ですが、手続きの迅速化・効率化を図るため、オンライン申請にご協力ください。 
 
 (4) 電子入札の拡大 

   令和７年度より、市が発注する競争入札（一般競争入札・指名競争入札）について、原則、

電子入札での実施を予定しています。 

   今後、電子入札に対応できるよう、ＩＣカードを取得していない事業者の方は、認定後、

準備をお願いします。 

   ※電子入札ご利用までの流れについては、市ウェブサイトをご確認ください。 

   
  
(5) 主観的事項の変更（建設工事の区分に申請し、市内に本店を有する方のみ対象） 

新 旧 

新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）登

録の有無又は登録工法・技術を活用した工

事の施工実績 

新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）登

録及び建設技術に係る特許取得の有無 

ＢＩＭ／ＣＩＭモデル又はＩＣＴを活用し

た工事の施工実績の有無 

ＢＩＭ／ＣＩＭモデルを活用した工事の施

工実績の有無 

ふくしまゼロカーボン宣言事業への参加の

有無 

福島議定書事業の認定等状況の有無 

なし 郡山市建設工事等暴力団対策措置要綱（平

成元年６月６日制定）に定める指名競争入

札における指名回避の有無 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

電子入札 
検索！ 

アンケートのお願い 

～「建設工事」の区分に登録される方へ～ 
 
 本市では、建設工事の区分に登録する場合、中小企業者の受注機会確保のため最大 

「７業種」としています。 

 この件について、以下のとおりアンケートを行いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 (1) 対象者  ：「建設工事」の区分に登録される方のうち市内に本店を有する方 

 (2) 回答方法 ：郡山市オンライン申請サービスで回答 

 https://lgpos.task-

asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/37008572-b911-42af-a291-

0c98eaf6bf4f/start 
 
(3) アンケートの内容 ：登録業種の上限について（回答時間：２分程度） 

 (4) 回答期限     ：令和６年 11 月 29 日（金）まで 
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３ 競争入札参加資格審査事務の流れ 

 
 

４ 競争入札参加資格審査申請ができない者 

  郡山市告示第 275 号（令和６年９月６日告示）第２に該当する場合、競争入札参加資格

申請ができません。 

【郡山市告示第 275 号（令和６年９月６日告示）】 

第２ 競争入札に参加することができない者 

次の各項のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加す

ることができない。 

１ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４第１項

（施行令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）各号のいずれかに該当する者 

２ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２年を経過しないも

の及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でその事実

があった後２年を経過しないもの 

 (1) 契約の履行に当たり、故意に建設工事、測量等及び業務委託を粗雑にした者、製造・販

売及び物品調達の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者又は故意に不完全な履行

をした者 

 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 

 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 (4) 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり当該職員の職
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務の執行を妨げた者 

 (5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

 (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行った者 

 (7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は契約

の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

３ 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場

合において、これを受けていない者 

４ 契約に関して保証した者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日か

ら２年を経過していない者 

５ 競争入札に参加する者に必要な資格（以下「資格」という。）の審査に関する申請書及び

添付書類（以下「申請書等」という。）に故意に虚偽の事項を記載し、提出した日から２年

を経過していない者 

６ 役員等が、郡山市暴力団排除条例（平成24年郡山市条例第46号）第２条第２号に規定する

暴力団員又は同条例第８条に規定する社会的非難関係者と認められる者 

７ 建設工事の請負契約にあっては、審査基準日（必要な資格の審査の基準となる日をいう。

以下同じ。）の直前の営業年度の終了日の直前１年（以下「審査対象年」という。）に係る経

営事項審査を受けていない者及び当該経営事項審査による総合評定値通知書において工事種

別年間平均完成工事高のない者 

８ 建設工事の請負契約にあっては、雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったこと並び

に健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行ってい

ない者（従業員が５人未満である個人事業所の場合等で、法令の規定により適用が除外され

る場合を除く。） 

９ 測量等又は製造・販売、物品調達若しくは業務委託にあっては、審査基準日の直前２年間

の営業年度において取扱高のない者 

10 申請書等で国税及び市区町村税に滞納があると確認された者 

11 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てを行い再生手続開始

が決定した後に再生計画の認可が決定していない者（建設工事の請負契約に係る資格の審査

を受けようとする者で再生手続開始申立て日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受

けていないものを含む。）並びに会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始

の申立てを行い更生手続開始が決定した後に更生計画の認可が決定していない者（建設工事

の請負契約に係る資格の審査を受けようとする者で更生手続開始申立て日以降の日を審査基

準日とする経営事項審査を受けていないものを含む。） 

 

申請書類の変更について（令和５・６年度入札参加資格審査申請（本登録）との変更点） 
 提出の必要がある申請書類が変更になりました。 

 申請書類等の作成のあたっては、本手引き、各申請様式及びオンライン申請フォームの記載

内容を熟読の上作成してください。 
 
提出不要とした書類 

・【共通】印鑑証明書（法人の場合）、印鑑登録証明書（個人の場合）の写し 

・【共通】使用印鑑届 

・【建設工事】福利厚生に関する調書 

・【建設工事】建設業法による「専任技術者証明書」の写し 

・【建設工事】登録希望業種に係る技術者調書 

・【建設工事】技術者経歴書 

・【測量等又は製造・販売】登録希望業種に係る測量等技術者経歴書 
 
押印不要とした書類 

・【共通】委任状 「代理人の使用印鑑」 
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５ 申請書類作成の注意点 

 (1) 申請書類等は、本市ウェブサイトからダウンロードしてください。 

   オンライン申請する方と紙申請する方とで、提出に必要な申請書類は異なります。 

   【掲載ページ】 

    令和７・８年度郡山市競争入札参加資格審査申請（本登録）の受付について 

    https://www.city.koriyama.lg.jp/site/keiyakuportal/118523.html 

 

 

 

 (2) 令和７・８年度版以外の様式及び他自治体の様式を使用した場合は、受付できません。 

 (3) 申請書類等は、全てＡ４版で作成してください。 

 (4) 申請書類等は、以下の内容を熟読の上作成してください。 

  ① 郡山市一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査等に関する要綱（令和６年９

月６日制定） 

  ② 有資格業者名簿の登録の手法について（郡山市告示第 275 号（令和６年９月６日告示）） 

  ③ 本手引き 

  ④ 各申請様式の記載内容 

  ⑤ 競争入札参加資格審査申請郡山市オンライン申請サービス操作マニュアル 

 (5) 手書きで作成する場合、黒のボールペン又は万年筆を使用し、消せるボールペンは使用し

ないでください。また、楷書で明瞭に記入してください。 

 (6) 手書きで作成する際、ゴム印を使用できる箇所は使用して差し支えありません。 

 (7) 審査基準日から申請日までに組織改編等（個人事業主の法人化を含む。）があった方又は

民事再生法、会社更生法手続中の方は、契約検査課（024-924-2564）までお問合せください。 

 

６ 申請書類等の提出方法 

 (1) オンライン申請による申請方法 

   ・インターネットを利用して郡山市オンライン申請サービスのサイトにアクセスし、

ウェブ上の申請フォームに必要事項を直接入力の上、申請に必要な添付書類をＰＤ

Ｆ形式で添付して提出してください。 

郡山市オンライン申請サービス（令和７・８年度競争入札参加資格審査申請） 

https://lgpos.task-

asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/d0cb5192-637d-4f0e-

b4e5-2f3fd279178a/start 

   ・オンライン申請については、市ウェブサイトの「競争入札参加資格審査申請郡山市

オンライン申請サービス操作マニュアル」をご覧ください。 

   【掲載ページ】 

    令和７・８年度郡山市競争入札参加資格審査申請（本登録）の受付について 

    https://www.city.koriyama.lg.jp/site/keiyakuportal/118523.html 

 

 

 

   ・郡山市オンライン申請サービスを利用する際は、事前の利用者登録が必要です。 

   ・提出する書類は全てＰＤＦ形式とし、登録区分ごとにひとつのＰＤＦファイルにま

とめて添付又はＺＩＰ形式の圧縮ファイルで添付してください。 

  

入札参加資格審査申請 
検索！ 

入札参加資格審査申請 
検索！ 
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 ・提出する書類のファイル名は以下のとおりにしてください。 

    「申請者名（共通）」･･･このデータの提出は必須です。 

    「申請者名（登録区分）」･･･このデータは、登録を希望する区分に係るもののみ提出

してください。また、登録区分ごとにＰＤＦデータを作成

してください。（登録区分の詳細はＰ．７参照） 

    ※上記「申請者名」には、申請する方の商号又は名称を入力してください。 

   ・添付できるデータの容量は１ファイルあたり 10ＭＢまでです。１ファイルの容量が

10ＭＢを超える場合は、データを分割するなど、容量を落としてから添付してくだ

さい。また、添付できるデータの容量の合計は１申請あたり100ＭＢまでです。デー

タの容量の関係で、１回で申請書類を送信しきれない場合は、契約検査課（電話番

号：024-924-2564）までご連絡ください。 

   ・利用者登録時に入力したメールアドレスに、申請書類を受領した旨の電子メールが送信

されます。（この電子メールは再送信できません。大切に保存してください。） 

 

 (2) 紙媒体による申請方法 

   （※「本社が郡山市内」にある方でオンライン申請が困難な場合のみ可能） 

  ・表紙及び背表紙に申請者名を明記したＡ４フラットファイル（色指定：黄色）に、以下

の順に書類を綴ってください。 

  ① 共通書類 

  ② 建設工事に係る個別書類 

  ③ 測量等又は製造・販売に係る個別書類 

  ④ 物品調達に係る個別書類 

  ⑤ 業務委託に係る個別書類 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・郵送で提出する場合は以下のとおりお送りください。 

    〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番７号 郡山市財務部契約検査課 宛て 

    ※封筒には「令和７・８年度入札参加資格審査申請書類在中」と赤字で明記してくだ

さい。 

・申請書類は郵便法で定める「信書」にあたるため、郵送で提出する際は、信書を送付で

きる郵便物かつ期限までに到着したことが確認できる方法（書留、レターパック等）を

御利用ください。（信書を送付できない方法（宅配便等）で申請書類が送付されてきた

場合、受付できません。） 

・郵送で提出する場合、申請書類は、受付期間最終日（令和６年11月29日）必着としてく

ださい。 

登録を希望する区分に 

係る個別書類のみ添付 

 

 

㈱こおりやま商事 

 

㈱
こ
お
り
や
ま
商
事 

業務委託個別書類        

物品調達個別書類      

測量等又は製造・販売 

個別書類          

建設工事個別書類      

共通書類      

※表紙及び背表紙の申請者名は 

シールでも可 

【Ａ４フラットファイル作成例】 

例：株式会社がくと（共通） 
株式会社がくと（物品調達） 



- 7 - 

・本市に到着した申請書類の返却には対応できません。 

・本市到着後３日以内に、郡山市競争入札参加資格審査申請書（第１号様式（その１））に記

載のある書類作成者のメールアドレスに、受領した旨の電子メールを送信します。 

・受領した旨のメールが届かない場合は契約検査課（電話番号：024-924-2564）までご連

絡ください。 

   ・持参により提出する場合は、以下のとおり受け付けます。 

受付期間：令和６年10月１日（火）から令和６年11月29日（金）まで 

     （土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く） 

受付時間：９時～11時30分、13時～16時 

     受付会場：郡山市役所別棟２階 別棟第４会議室 

 

 

～事前予約について～ 

 令和７・８年度の申請受付から持参により提出する場合は、事前に予約申請をお願い

します。 

 持参する前日までに以下のオンライン申請フォームに提出する日時等を入力してくだ

さい。 

 郡山市オンライン申請サービス 

 （令和７・８年度競争入札参加資格審査申請（持参の事前予約）） 

https://lgpos.task-

asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/36a8a5b7-

f1ce-45e7-9930-b49e06e05955/start 
 
７ その他の注意事項 

 (1) 市内に本店を有する方は、申請書類の提出媒体を統一してください。 

（共通書類はオンライン申請、個別書類は紙媒体の申請はできません。） 

 (2)申請書類に虚偽の内容を記載した場合は、入札参加資格を認めることができません。 

   また、有資格業者として認定後に発覚した場合は、直ちに登録を取り消します。 

 (3) 審査は「事後審査」とし、受け付けた順に審査します。 

 (4) 審査結果は、令和７年２月下旬に、文書により本社宛てに通知します。 

 (5) 受け付けた旨の連絡メールの再送信及び審査結果の通知書の再発行はいたしませんので、

削除・紛失・廃棄しないよう御注意ください。 

 

８ 登録区分 

  本市において、競争入札参加資格審査申請による登録ができる区分は、以下の４区分です。 
 
 (1) 建設工事 
   建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項に規定する建設工事及び修繕 
 
 (2) 測量等又は製造・販売 

   測量及び工事の設計及び工事に関する調査並びに製造（地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 239 条第１項に規定する物品の製造を除く。）及び工事に係る建設資材の購入 
 
 (3) 物品調達 

   物品の購入、製造の請負及び修繕若しくは売払い並びに物品の賃貸借（リース・レン

タル） 
 
 (4) 業務委託 

   測量等を除く全ての業務委託 
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９ 各登録区分における申請書類の記載要領 

 (1) 共通書類                                   ＿ 

① 共通書類提出確認票 

・申請者において、提出する必要書類がそろっているかを確認し、「申請者確認」欄に

「✔（チェック）」を記入するか、「■」としてください。 

・登録を希望する区分によって、一部提出する書類が異なりますので御注意ください。 

 

～紙媒体での申請の方～ 

・「提出方法」欄は、「郵送」又は「持参」のいずれか該当するものに○を付けてくださ

い。 
 

② 郡山市競争入札参加資格審査申請書（第１号様式（その１）及び（その２）） 

 ※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

ア 第１号様式（その１） 

・申請年月日は申請書を提出する年月日を記入してください。 

・以下の点に注意し、本店の情報を記入してください。 

 

本店に関する情報を記載する際の注意事項 

住所又は 

所在地 

・登記上の所在地を記入 

・番地等を「－（ハイフン）」で省略せず、正確に記入 

（例）×：１－１－１ ５Ｆ 

 ○：一丁目１番１号 朝日ビル５階 

・○丁目の表記は漢数字（一丁目、二丁目など）で記入 

商号又は名称 ・法人形態は省略せず、正式名称で記入 

（例）×：㈱、㈲ 

 ○：株式会社、有限会社 

フリガナ ・全て大文字カタカナで記入 

・「カブシキガイシヤ」「ユウゲンガイシヤ」「・」等の記号は省略 

（例）株式会社市役所・デザイン ⇒ シヤクシヨデザイン 

代表者職名 

氏名 

・職名は契約書、見積書、請求書で通常使用している役職名を記入 

・姓と名の間にはスペースを１マス挿入 

（例）山田 太郎 

電話番号及び 

ＦＡＸ番号 

・局番と番号は、「－（ハイフン）」で区切る 
（例）000‐000‐0000 
※契約担当部門の番号を記入すること 

メールアドレス ・本店における契約担当部門のメールアドレスを記入 
 
     ・「参加希望競争入札区分」に記載のある登録を希望する区分の番号に○を付けてく

ださい。 
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     ・以下の点に注意し、書類作成者の情報を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 第１号様式（その２） 

・「２ 委任先の設定の有無」は、本市との入札、契約事務における各区分ごとの委任

先の設定の有無について、○を付けてください。 

・個人の方は委任先を設定できません。 

・本市との入札及び見積、契約の締結及び履行、並びに代金の請求、受領等の権限を

本店以外の支社、支店、営業所等に委任する場合、「あり」に○を付けてください。 

・委任先を設ける場合は、委任状（第２号様式）も必ず提出してください。 

・以下の点に注意し、委任先の情報を記入してください。 

委任先に関する情報を記載する際の注意事項 

住所又は 

所在地 

・委任先とする支店や営業所等の所在地を記入 

・番地等を「－（ハイフン）」で省略せず、正確に記入 

（例）×：１－１－１ ５Ｆ 

 ○：一丁目１番１号 朝日ビル５階 

・○丁目の表記は漢数字（一丁目、二丁目など）で記入 

支店等名称 ・支店や営業所等の名称のみ記入 

（例）×：株式会社市役所・デザイン 東北支社 

○：東北支社 

受任者職名 

氏名 

・委任先における代表者（支店長や営業所長等）の職名と氏名を記入 

・職名は契約書、見積書、請求書で通常使用している役職名を記入 

・姓と名の間にはスペースを１マス挿入 

（例）山田 太郎 

電話番号 

及びＦＡＸ 

番号 

・局番と番号は、「－（ハイフン）」で区切る。 

（例）000‐000‐0000 

※契約担当部門の番号を記入すること。 

メールアドレス ・委任先における契約担当部門のメールアドレスを記入。 
 

③ 行政書士証票の写し 

・行政書士が書類を作成した場合は、行政書士証票又は行政書士会員証の写しを提出し

てください。 

・役員又は従業員以外の第三者で、行政書士以外の方が書類を作成した場合、作成者の

身分を証明する書類の写しを提出してください。 

  

書類作成者の情報を記入する際の注意事項 

事業所等 

名称 

・書類作成者が所属する部署の名称を記入 
 （例）営業部、東北支社総務部 
・行政書士が書類を作成した場合は、行政書士事務所名を記入 

書類作成者

氏名 

・申請内容を熟知している方の氏名を記入 
・行政書士が書類を作成した場合は、氏名の前に「行政書士」と記入 
（例）行政書士 郡山 市郎 

電話番号 
メールアドレス 

・書類作成者と日中連絡を取れる電話番号及びメールアドレスを記入 
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④ 委任状（第２号様式） 

・委任先の設定を「あり」にした方は、必ず提出してください。 

・日付は、オンライン申請の方は申請日、紙申請の方は郡山市競争入札参加資格審査申

請書（第１号様式（その１））の右上の日付と同日にしてください。 

・「１ 代理人の役職名等」は、「委任先の設定」で記入した支店等名称、受任者職名及

び受任者氏名と一致させてください。 

・「２ 委任する登録区分」は、委任先を指定する登録区分に「✔（チェック）」を記入

してください。登録区分ごとに委任先が異なる場合は、委任状（第２号様式）を委任

先ごとに作成してください。 

・「２ 委任する登録区分」で、建設工事を委任する場合は、委任する建設工事の業種

を記入してください。 

   ※「建設工事」を委任する場合、委任先として設定できるのは、「建設業許可申請書

（様式第一号）」及び「別紙二（1）又は別紙二（2）」に記載のある建設業法の許可営

業所に限ります。また、委任できる業種は、当該委任先の営業許可業種に限ります。 

   ※「測量等又は製造・販売」を委任し、建築設計に登録する場合、委任先として設定で

きるのは、建築士事務所の登録がある支店や営業所等に限ります。 

・「４ 委任期間」は、令和７年４月１日から令和９年３月31日までとしてください。 
 

⑤ 履歴事項全部証明書（法人の場合）、身分証明書（個人の場合）の写し 

・審査基準日（令和６年７月１日）以降に発行された履歴事項全部証明書（法務局発行）

又は身分証明書（市区町村役場発行）のいずれかを提出してください。 

※申請者が法人の場合、現在事項全部証明書では受付できません。 
 

⑥ 財務諸表の写し 

・建設工事にのみ登録を希望する場合は不要です。 

・審査基準日（令和６年７月１日）の直前２営業年度分（年２回決算の場合には４期分）

の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「株主資本等変動計算書」を提出してください。 

・営業年度が２年に満たない場合は、１期分のみ提出してください。 

・個人の場合は、所得申告の有無に関わらず、青色申告決算書の貸借対照表（資産負債

調）及び損益計算書の様式により提出してください。 

・民事再生法（会社更生法）に基づく再生（更生）手続が決定している場合は、再生

（更生）手続開始の申立書に記載された財産の状態を反映した財務諸表を提出してく

ださい。 
 

⑦ 納税証明書提出確認表 

・申請者の所在地や委任先の指定の有無により、必要な納税証明書をそろえ、申請者確

認欄に「✔（チェック）」を記入するか「■」としてください。 

・納税義務のない税については記入不要です。 
 

⑧ 各種納税証明書の写し 

・審査基準日（令和６年７月１日）以降に発行されたものを有効とします。 

・納税義務がない方については、提出不要です。 

・新たに会社を設立（支店や営業所等の開設を含む）したため、納税証明書を提出でき

ない場合は、届け出た行政機関の受付印が押印されている「法人市（区町村）民税に

係る法人設立・設置届」の写しを提出してください。 

・納税証明書における直近２年分とは、以下のとおりです。 

ア 法人市（区町村）民税･･･申請時において完結している直前事業年度２年分 

イ 都市計画税、固定資産税等の年度で課税されるもの･･･令和５・６年度分 

    ・都道府県税の納税証明書は必要ありません。 
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・提出する各納税証明書の詳細については、以下のとおりです。 

国税の納税証明書 

発行元 本社の所在地の所轄税務署 

注意点 ・法人の場合は「税務署様式その３の３」を、個人の場合は「税務署様

式その３の２」を提出してください。 

・非課税で、課税額が「０」であっても提出してください。 

・本社分の１部のみ提出してください。 

 

市区町村税の納税証明書 

発行元 ・本社が郡山市内にある場合  本市(※１) 

・本社が市外、県外にある場合  該当する市区町村(※２) 

(※２)東京23区内の場合は、「東京都民税」の納税証明書を提出してくださ

い。 

注意点 (※１)本市発行の納税証明書を取得する場合には、以下の窓口に、「納税

証明書交付申請書」を提出してください。 

申請書の様式は、市ウェブサイトからダウンロードしてください。 

  資産税課 

  各行政センター（各行政センター所管の連絡所） 

  郡山市民サービスセンター（ビッグアイ６階） 

  緑ケ丘市民サービスセンター 
 
 

［必要納税証明書早見表］ 

  
         （注１）納税義務のない税目については、提出不要です。 

         （注２）本店及び委任先が郡山市内にない場合でも、営業所等が郡山市内にある場合は郡山

市税の納税証明書の提出も必要です。 

市内営業所 市内営業所 

市内営業所 市内営業所 

市内営業所 市内営業所 

ウェブサイトはこちらから 
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⑨ 中小企業団体構成員名簿の写し 

・中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項に規定する中小企業団体に該当する方

のみ提出してください。 

・構成員名簿は申請日時点とし、代表者名、構成員の名称及び役員等の役職並びに所在

地が記載されているものを提出してください。（様式は任意です。） 

 (2) 建設工事に係る個別書類                            ＿ 

① 建設工事個別書類提出確認票 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されていた方は、「業者番号」欄に10桁の業

者番号を記入してください。不明の場合は空欄としてください。 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されたことがない方は、「新規」欄に○を記

入してください。 

・本店と委任先の両方の登録を希望する場合は、「業者番号」欄の上段、下段の両方を

記入してください。 

・申請者において、提出する必要書類がそろっているかを確認し、「申請者確認欄」に

「✔（チェック）」を記入するか、「■」としてください。 

・市内に本社がある方と市外・県外に本社がある方とで、一部提出する書類が異なりま

すので御注意ください。 
 
② 建設工事における登録希望業種等申請書（第３号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・「１ 主たる営業所の所在地」において、登記上の所在地と建設業許可申請時の主たる

営業所の所在地が違う場合は、「２ 登記上の所在地と相違」に○を付け、下欄に建設

業許可申請時の主たる営業所の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレスを

記入してください。 

・「２ 登録希望業種情報」の「審査基準日」には、総合評定値通知書に記載のある

審査基準日を転記してください。 

・「２ 登録希望業種情報」の①には、登録を希望する業種を最大７業種まで選択し、

業種コードを記入してください。なお、本店と委任先の両方で登録をする場合、合計

で７業種までとなります。 

 ※「２ 登録希望業種情報」の④（平均完成工事高）が「０」の業種は登録できません。 

・委任先を設定する場合は、選択する業種と、委任状（第２号様式）に記載する業種を

合致させてください。 

 ※委任先の登録業種は、「建設業許可申請書（様式第一号）」及び「別紙二(1)又は別

紙二(2)」に記載のある当該委任先の営業所許可業種に限ります。 

・「２ 登録希望業種情報」の②から⑦までは、総合評定値通知書から転記してください。 

・「２ 登録希望業種情報」の⑥は、基幹技能者と二級技術者数の合算を記入してくだ

さい。 

【業種コード】 
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③ 経営事項審査による「総合評定値通知書」の写し 

・本申請の審査基準日（令和６年７月１日）直前の営業年度に係る国土交通大臣又は

都道府県知事が発行した「総合評定値通知書」の写しを提出してください。 

・総合評定値通知書の写しを申請時までに提出できない方は、令和６年12月13日（金）

までの受付印のある「総合評定値請求書」の写しの余白に、通知書の提出予定日を記

載した上で提出してください。 

※総合評定値通知書の写しの提出が遅れた場合、有資格業者として登録できないこと

があります。 

・担当所管庁の審査申請予約票の写しでは、上記書類の代用はできません。 

 

④ 「建設業許可証明書」又は「建設業の許可について（通知）」の写し 

・受付期間最終日（令和６年11月29日）時点で有効なものを提出してください。 

・更新手続中の場合は、担当所管庁の受付印のある「建設業許可申請書（様式第一号）」

及び「別紙二(1)又は別紙二(2)」の写しを提出し、更新手続き完了次第、速やかに提

出してください。 
 

⑤ 社会保険料を納付したことを証する書面 

・経営事項審査受審後に社会保険に加入した場合は、審査基準日を含む月の社会保険料

を納付したことが分かる書類（領収書等）を提出してください。 
 
～市内に本店を有する方のみ提出～ 

⑥ 外注費計算表（第４号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該計算表の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・「１ 経営事項審査の平均完成工事高」には、登録を希望する業種ごとに、総合評定

値通知書の２年又は３年の平均完成工事高を転記してください。 

・「２ 外注比率」の「経営事項審査の平均完成工事高の平均年数」は、２年又は３年の

該当する年数を選択してください。 

・「２ 外注比率」の平均は、千円未満の端数を切り捨ててください。 

・「２ 外注比率」の外注比率は、小数点以下を切り捨ててください。 

※Excelで本様式を作成する場合、「１ 経営事項審査の平均完成工事高」は、「建設

工事における登録希望業種等申請書（第３号様式）」から自動で転記されるほか、

上記「平均」及び「外注比率」欄は自動で算出されます。 
 

⑦ 主観的事項申告調書（第５号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該調書の作成は必要あり

ません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・市内に本店を有する方は、該当の有無に関わらず必ず提出してください。 

・各項目に該当する場合は、以下で指定している書類を添付してください。 
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・各項目における詳細は、以下のとおりです。 

項目 詳細 

新技術開発・活用

等への評価 

【対象】 

①申請日時点において、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）

に登録されている方 

②令和４年７月１日から令和６年６月30日までの間にＮＥＴＩＳ

の登録工法・技術を活用した工事の請負契約をし、竣工した方 

【必要書類】 

上記① 

当該技術の概要に関する資料 

上記② 

当該工事の施工概要が分かる竣工後カルテ(コリンズ・テクリズ) 

建設キャリアアップ

システム（ＣＣＵＳ）

の導入実績 

【対象】 

 申請日時点において、ＣＣＵＳを導入している方 

【必要書類】 

 ＣＣＵＳの登録が完了した際に送付された受付書の写し 

ＢＩＭ／ＣＩＭ

モデル又はＩＣＴ

を活用した工事の

施工実績 

【対象】 

令和４年７月１日から令和６年６月30日までの間に、国又は地方

公共団体とＢＩＭ／ＣＩＭモデル又はＩＣＴを活用した工事の請

負契約をし、竣工した方 

【必要書類】 

 当該契約書及び仕様書又は証明書の写し 

災害協定の締結 【対象】 

申請日時点で本市又は上下水道局と「災害時における応急対策業

務の支援に関する協定」等を締結している方、又は締結している

団体等の会員である方 

【必要書類】 

災害協定締結団体への加盟証明書（任意様式） 

（加盟証明書は令和６年７月１日（審査基準日）以降に発行され

たものを有効とする。） 

除雪委託契約の締結 【対象】 

令和４・５年度の両年度又はいずれかの年度において、本市と除

雪委託契約を締結した方（道路の除雪に限る。） 

【必要書類】 

 該当する年度の「除雪委託契約」の写し 

消防団員登録状況 【対象】 

申請日時点で、郡山市消防団に登録している者を従業員として雇用

している方（最大11名まで申請可能） 

※会社の代表者及び会社に従事している家族も含む。 

【必要書類】 

・当該従業員の健康保険被保険者証等の雇用が確認できる資料の 

写し 

・別紙「郡山市消防団登録者名簿」 

アイラブロード事業

の活動実績 

【対象】 

令和５年度中にアイラブロード事業の活動に参加した方 

【必要書類】 

 本市道路維持課へ提出した、令和５年度「アイラブロード事業活
動報告書」の写し 

 
  



- 15 - 

 

項目 詳細 

刑務所出所者等協

力雇用主としての

登録 

【対象】 

申請日時点で、法務省福島保護観察所へ協力雇用主として登録し

ている方 

【必要書類】 
法務省福島保護観察所が発行する協力雇用主証明書の写し 

（証明書は令和６年７月１日（審査基準日）以降に発行されたもの

を有効とする。） 

福島県次世代育成

支援企業制度の認

証状況 

【対象】 
申請日時点において、「働く女性応援中小企業」及び「仕事と生
活の調和推進企業」の両方又はいずれかの認証を受けている方 

【必要書類】 

 申請日時点で有効な認定書 

障がい者雇用の状況 【対象】 
①「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条に規定する事
業主で、常時雇用する労働者に障害者の法定雇用率（2.5％）
を乗じて得た数以上の身体障害者又は知的障害者を令和６年６
月１日から申請日までの期間以上を継続して雇用している方 

 ②障がい者雇用の義務のない事業主で、申請日時点で身体障害者
又は知的障害者を雇用している方 

【必要書類】 

 上記① 
・申請日直近に公共職業安定所へ提出した「障害者雇用状況報告書」
の写し（令和６年６月１日現在のもので、受付印のあるもの） 

・社会保険証又は労働基準法第 107 条で規定する当該雇用者の労
働者名簿若しくは雇用保険事業所別被保険者台帳照会の写し 

上記② 
・身体障害者手帳又は療育手帳の写し（使用目的を本人に伝え、
承諾を得ること。） 

・社会保険証又は労働基準法第107条で規定する当該雇用者の労
働者名簿若しくは雇用保険事業所別被保険者台帳照会の写し 

新卒者採用の評価 【対象】 
申請日時点で、新卒者（※）を従業員として継続かつ常時雇用してい
る方 
（最大４名まで申請可能） 
※学校教育法に規定する高等学校、大学（大学院又は短期大学を含む。）、高等専

門学校及び専修学校又は職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設

及び職業訓練人が設置する認定高等職業訓練校の課程（在職者訓練を除く。）

を、令和３年４月１日以降に卒業した者（採用前の職歴がある場合も対象） 

【必要書類】 
 該当新卒者の卒業証書又は卒業証明書の写し及び健康保険被保険
者証等の雇用が確認できる資料の写し 

 ※ただし、雇用保険の加入を証する書類では、継続かつ常時雇用
していることの証明とならないため、認められません。 
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項目 詳細 

ふくしまゼロカー

ボン宣言事業への

参加状況 

【対象】 

①令和５年度末までに、ふくしまゼロカーボン宣言事業へ参加さ

れている方 

②令和４年度又は令和５年度において、ふくしまゼロカーボン宣

言事業への取組による表彰を受けた方 

【必要書類】 

上記① 

ふくしまゼロカーボン宣言事業への参加が確認できる書類 

上記② 

受賞の際の表彰状の写し 

セーフコミュニティ

活動推進事業所へ

の参加 

【対象】 

申請日時点で、セーフコミュニティ活動推進事業所として参加登

録している方 

【必要書類】 

郡山市セーフコミュニティ活動参加登録決定通知書の写し 
ふくしま健康経営

優良事業所認定の

有無 

【対象】 

申請日時点において、ふくしま健康経営優良事業所の認定を受け

ている方 

【必要書類】 

 福島県から発出された認定通知書又は認定状の写し 

 

⑧ 主観的事項に該当することを証する書類 

・前述の主観的事項に該当する項目がある方は、各必要書類を添付してください。 
 
～市外・県外に本社がある方のみ提出～ 

⑨ 「建設業許可申請書（様式第一号）」及び「別紙二(1)又は別紙二(2)」の写し 

・「建設業許可申請書（様式第一号）」及び「別紙二(1)又は別紙二(2)」（国又は県へ提

出したもの）の写しを提出してください。 

・本店又は委任先となる営業所に関する情報に変更があり、変更届出書（様式第二十二号

の二）を国又は県へ提出している場合には、そちらの写しも併せて提出してください。 
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(3) 測量等又は製造・販売に係る個別書類                      ＿ 

① 測量等又は製造・販売個別書類提出確認票 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されていた方は、「業者番号」欄に10桁の

業者番号を記入してください。不明の場合は空欄としてください。 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されたことがない方は、「新規」欄に○を記

入してください。 

・申請者において、提出する必要書類がそろっているかを確認し、「申請者確認欄」に

「✔（チェック）」を記入するか、「■」としてください。 
 

② 測量等又は製造・販売における登録業種等申請書（第６号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・登録を希望する業種の「登録希望」欄に○を付けてください。 

・前期取扱高と前々期取扱高には、登録を希望する業種に関する、審査基準日（令和６年

７月１日）の直前２営業年度分の取扱高を記入してください。 

 ※２営業年度とも取扱高が「０」の場合、登録できません。 

・取扱高は、千円未満の端数を切り捨ててください。 

・技術者数は、〇を付けた希望業種に携わる技術者の延べ人数を記入してください。 

・「44 建築設計」に登録を希望する方は、「建築家賠償責任保険」への加入の有無及

び保険金額」を記入してください。 

※Excelで本様式を作成する場合、「平均年間取扱高」は自動で算出されます。 
 

③ 測量等又は製造・販売審査調書（第７号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該調書の作成は必要あり

ません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・測量等に登録を希望する場合は「１ 測量等に係る申請者の登録部門」に、製造・販

売に登録を希望する場合は「２ 製造・販売登録希望業種等」に記入してください。 

・「１ 測量等に係る申請者の登録部門」において、「登録」欄は、登録を希望する業種

のうち、申請日時点で、申請者が営業上の登録を受けている部門に○を記入してくだ

さい。建築設計の「希望」欄は、受注を希望する部門に〇を記入してください。 

・「49 その他の調査」に登録を希望する方は、登録を希望する調査内容を選択し、○

を付けてください。 

・「２ 製造・販売登録希望業種等」では、登録を希望する種目において、申請者が取

り扱っている品目の「取扱品目」欄に○を記入してください。 

・「65 その他」に登録を希望する方は、取扱品目を具体的に記入してください。 

 

④ 契約実績調書（第８号様式） 

・登録を希望する業種ごとに作成し、「業種名」欄に業種名を記入してください。 

・前期及び前々期それぞれの年度に受注し、完了した案件について、契約金額が大きな

順に、上位５件まで記入してください。（官公庁との案件を優先して記入してくださ

い。） 

・契約金額は消費税及び地方消費税抜きで記入してください。 

・下請として受注した場合、「発注者名」欄には元請業者名を、「業務名」欄には下請業

務名を記入してください。 

 



- 18 - 

⑤ 測量等技術者資格一覧表（第９号様式） 

・申請日時点で、資格を持つ技術者の延べ人数を記入してください。１人で複数の資格

を持つ技術者がいる場合には、該当するすべての資格に記入してください。 

・登録を希望する業種に関わらず、各資格を有する技術者がいる項目すべてに記入して

ください。 

・本店で登録する場合は、「人数」欄の左側にのみ人数を記入してください。 

・委任先で登録する場合は、「人数」欄の左側に本店と支店等を合算した人数を、()内 

には委任先のみの人数を記入してください。 

 

⑥ 各種登録証明書等の写し 

・受付期間最終日（令和６年11月29日）時点で有効なものを提出してください。 

・業務上必要な登録をしている業種のみ申請が可能です。 

・登録を希望する業種に応じて登録証明書等の写しを提出してください。 

・地上測量、航空測量、建築設計、調査（不動産鑑定）に登録する方は必ず提出してく

ださい。 

※建築設計に登録する方で、委任先を設定する場合は、委任先とする支店や営業所等

の建築士事務所の登録証明書の写しを提出してください。建築士事務所の登録がな

い支店や営業所等を委任先に設定することはできません。 

・測量等又は製造・販売審査調書（第12号様式）の「１ 測量等に係る申請者の登録部門」

で「登録」欄に○を付けた部門があれば、その登録部門の登録証明書の写しを提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「49 調査（その他の調査）」は、建設工事に係る調査のみが該当となります。 

 建設工事に係る調査以外については、登録区分「業務委託」に申請してください。 

【調査（その他の調査）に含まれない例】 

・調査測定（計量証明事業登録が必要な測定）→業務委託「33 計量証明関係」 

・調査測定（計量証明事業登録が不要な測定） →業務委託「32 各種調査」 

・史跡等の発掘調査             →業務委託「32 各種調査」 
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 (4) 物品調達に係る個別書類                            ＿ 
 

① 物品調達個別書類提出確認票 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されていた方は、「業者番号」欄に10桁の

業者番号を記入してください。不明の場合は空欄としてください。 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録されたことがない方は、「新規」欄に○を記

入してください。 

・申請者において、提出する必要書類がそろっているかを確認し、「申請者確認欄」に

「✔（チェック）」を記入するか、「■」としてください。 
 
 
～製造（販売）業、販売業、その他に登録する方～ 

 
② 物品の購入等における登録希望業種等申請書（第10号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・「１ 登録希望営業種目」には、「営業種目分類品目表」（Ｐ21～23）を参照し、入札に

参加を希望する「業種－種目番号」、「種目名」を、希望する順に記入してください。

（最大４位まで） 

・「１ 登録希望営業種目」における種目の中で、取り扱っている品目の「品目番号」

を、「営業種目分類品目表」（Ｐ21～23）を参照し、記入してください。 

・「取扱品目」欄には具体的な品名を可能な限り記入してください。 

・上記「取扱品目」欄に記入しきれない場合は、「別紙」として、任意の様式を作成し、

品名を明記してください。 

・品目番号が付番されていない品目については、「－（ハイフン）」を記入してください。 

・「２ 取扱メーカー等」の「代理店、特約店等区分」には、「代理店」又は「特約店」

と記入してください。 

・「２ 取扱メーカー等」の「契約相手方」には、代理店又は特約店契約を取り交わし

ている事業所名を記入してください。 

・代理店又は特約店契約をしている場合は、その契約書又は証明書の写し等を添付してく

ださい。 

    ・「その他取扱メーカー」欄には、代理店又は特約店契約を締結していない取扱メーカー

を主なものから可能な限り記入してください。 

※代理店又は特約店としての契約書の写し等の添付ができない場合は、この欄に記入し

てください。 

・「３ 年間取扱高」は、「１ 登録希望営業種目」欄で記入した各営業種目に係る、審査

基準日（令和６年７月１日）の直前２営業年度分の取扱高を記入してください。 

※２営業年度とも取扱高が「０」の場合、登録できません。 

・取扱高は、千円未満の端数を切り捨ててください。 

    ・「４ 登録希望営業種目に関する許認可等」には、登録を希望する営業種目について、

法令の規定に基づく許可、認可、登録等を必要とする場合に、その内容を記入してく

ださい。 

 

   ③ 印刷物取扱等調査票（第12号様式） 

・「11-13 印刷製本類」に登録を希望する方のみ提出してください。 

    ・申請者が取り扱っている印刷物や印刷作業に関する内容を記入してください。 
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～リース・レンタル業に登録する方～ 
 

④ リース・レンタルにおける登録希望業種等申請書（第11号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

    ・「１ 登録希望営業種目」には、登録を希望する「種目名－品目名」の「登録希望」欄

へ〇を記入してください。 

    ・「10 その他」に登録を希望する方は、取扱品目名を具体的に記入してください。 

・前期取扱高と前々期取扱高には、登録を希望する種目・品目に係る、審査基準日（令和

６年７月１日）の直前２営業年度分の取扱高を記入してください。 

 ※２営業年度とも取扱高が「０」の場合、登録できません。 

・取扱高は、千円未満の端数を切り捨ててください。 

・「２ 取扱メーカー」には、登録を希望する種目・品目に係る取扱メーカーを記入し

てください。 

・「３ 登録希望営業種目に関する許認可等」には、登録を希望する営業種目について、

法令の規定に基づく許可、認可、登録等を必要とする場合に、その内容を記入してく

ださい。 
 
 
～製造（販売）業、販売業、その他、又はリース・レンタル業に登録する方どちらも提出～ 

 
   ⑤ 契約実績調書（第８号様式） 

・登録を希望する業種ごとに作成し、「業種名」欄に種目名を記入してください。 

・前期及び前々期それぞれの年度に受注し、完了した案件について、契約金額が大きな

順に、上位５件まで記入してください。（製造（販売）・販売・その他については、官

公庁との案件のみを記入してください。リース・レンタルについては、官公庁との案

件を優先して記入してください。） 

・契約金額は消費税及び地方消費税抜きで記入してください。 

・下請として受注した場合、「発注者名」欄には元請業者名を、「業務名」欄には下請業

務名を記入してください。 

 

⑥ 許可等の証明書等の写し 

物品の製造・販売等における登録希望業種等申請書（第10号様式）の「４ 登録希望営

業種目に関する許認可等」に記入した許認可等、及びリース・レンタルにおける登録希

望業種等申請書（第11号様式）の「３ 登録希望営業種目に関する許認可等」に記入し

た許認可等に係る登録証明書等の写しを提出してください。 
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［営業種目分類品目表］ 

 
 

  



- 22 - 
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 (5) 業務委託に係る個別書類                            ＿ 

① 業務委託個別書類提出確認票 

・平成31年度以降に、建築物等維持管理業務委託の有資格業者として登録されていた方

は、「業者番号」欄に10桁の業者番号を記入してください。不明の場合は空欄として

ください。 

・平成31年度以降に、有資格業者として登録していない方は、「新規」欄に○を記入し、

業者番号の欄は空欄のまま提出してください。 

・申請者において、提出する必要書類がそろっているかを確認し、「申請者確認欄」に

「✔（チェック）」を記入するか、「■」としてください。 
 

② 業務委託における登録希望業種等申請書（第13号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該申請書の作成は必要あ

りません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

・登録を希望する業種の「登録希望」欄に○を付けてください。 

 なお、各業種に係る主な業務内容は「業務委託業務内容表」（Ｐ26、27）のとおりです。 

・Ａ（前期取扱高）とＢ（前々期取扱高）には、登録を希望する業種に関する審査基準日

（令和６年７月１日）の直前２営業年度分の取扱高（税抜き）を記入してください。 

※Ａ、Ｂ両方の取扱高が「０」の場合、登録できません。 

※Excelで本様式を作成する場合、「平均年間取扱高」欄は、自動で算出されます。 
 

③ 登録希望業種に係る受注可能業務調書（第14号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該調書の作成は必要あり

ません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

 ・業務委託における登録希望業種等申請書（第13号様式）にて、「25 設備等保守点

検・管理」、「27 電算関係」、「28 貨物運送」、「29 旅客運送」、「30 企画

制作等」、「31 行政計画策定」、「32 各種調査」、「33 計量証明関係」業種に

登録を希望する方のみ提出してください。 

 ・登録を希望する業種における受注可能な業務の内容を、最大７つまで記入してくださ

い。 
 
   ④ 業種区分「その他」に係る受注可能業務調書（第15号様式） 

※オンライン申請の方は、申請フォームへ直接入力するため、当該調書の作成は必要あり

ません。申請フォームへの入力の際の参考にしてください。 

    ・業務委託における登録希望業種等申請書（第14号様式）にて、「34 その他」業種に

登録を希望する方のみ提出してください。 

    ・受注可能な業務名または業務内容を具体的に記入してください。 

    ・Ａ（前期取扱高）とＢ（前々期取扱高）には、登録を希望する業務名または業務内容に関

する審査基準日（令和６年７月１日）の直前２営業年度分の取扱高（税抜き）を記入し

てください。 

※Ａ、Ｂ両方の取扱高が「０」の場合、登録できません。 

※Excelで本様式を作成する場合、「平均年間取扱高」欄は、自動で算出されます。 
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 ⑤ 契約実績調書（第８号様式） 

・登録を希望する業種ごとに作成し、「業種名」欄に業種名を記入してください。 

・前期及び前々期それぞれの年度に受注し、完了した案件について、契約金額が大きな

順に、上位５件まで記入してください。（官公庁との案件を優先して記入してくださ

い。） 

・契約金額は消費税及び地方消費税抜きで記入してください。 

・下請として受注した場合、「発注者名」欄には元請業者名を、「業務名」欄には下請業

務名を記入してください。 
 

⑥ 必須資格等一覧表（第16号様式） 

本様式に掲載されている業種に登録を希望する場合、当該資格、許可、登録が必要です。 

・登録を希望する「業種番号」に○を付けてください。 

・申請者が保有する必須資格等について、「申請者確認欄」に「✔（チェック）」を記

入するか、「■」としてください。 
 
   ⑦ 必須資格等を証する書類の写し 

・必須資格等一覧表（第16号様式）でチェックをつけた資格等を確認できる「資格者証

等の写し」を添付してください。 

・同種の資格を持つ方が複数名いる場合は、１名分のみを添付してください。 

・有効期間がある許可等については、受付期間最終日（令和６年11月29日）時点で有効

なものを添付し、更新後の許可等がある場合は併せて添付してください。 

※申請書類提出後、新たに資格を取得した又は報告した者が退職した等、有資格者の内

容に変更が生じた場合は、速やかに競争入札参加資格申請事項変更届（第17号様式）

を提出してください。 
 

⑧ 資格及び受注可能業務に関する調査票（別紙） 

「消防設備保守点検」、「緑地等維持管理」、「警備（常駐・巡回・駐車場）」、「廃棄物 

収集・運搬・処分」業種に登録を希望する方のみ提出してください。 
 

～消防設備保守点検に登録を希望する方～ 

・在籍する以下の有資格者の有無についてどちらかに○を付け、それぞれの資格に係る

資格者証等の写しを各１名分のみ添付してください。 

ア １級建築士 

イ ２級建築士 

ウ 防火設備検査員 

エ 防火対象物点検資格者 

※防火設備を点検する場合は、上記ア～ウのいずれかの資格が必要です。 

※防火対象物を点検する場合は、上記エの資格が必要です。 
 

～緑地等維持管理に登録を希望する方～ 

・主な業務内容を確認の上、受注を希望する業務の「受注可能業務」欄に○を付けて

ください。（複数選択可） 

・「剪定」を希望する場合は、在籍する有資格者の有無についてどちらかに○を付け、

それぞれの資格に係る資格者証等の写しを各１名分のみ添付してください。 
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～警備（常駐・巡回・駐車場）に登録を希望する方～ 

・主な業務内容を確認の上、受注を希望する業務の「受注可能業務」欄に〇を付けて

ください。（複数選択可） 
 

～廃棄物収集・運搬・処分に登録を希望する方～ 

・受注可能な業務に〇を付けてください。（複数選択可） 
 

［業務委託業務内容表］ 
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10 申請書類の補正 

  申請書類に不備がある場合には、令和６年12月13日（金）までに、以下のとおり補正書類を

提出してください。 

  なお、不備等の補正が完了しない場合は、申請を不受理としますので御了承ください。 

 (1) 申請書類をオンライン申請で提出した場合は、補正書類もオンライン申請で提出してくださ

い。 

 (2) 各提出方法及び提出期限は下表のとおりです。 

提出方法 提出期限 留意事項 

オンライン

申請による

提出 

郡山市オンライン申請サービス上で、申

請されたデータを返戻します。申請内容

の修正や不足書類等を添付のうえ、再度

オンライン申請サービスで申請してくだ

さい。 

令和６年 12 月 13 日（金） 

23 時 59 分まで 

データを返戻する際

は、修正が必要な箇所

を記載しますので、内

容をご確認ください。 

郵送 以下の宛先へ送付 

〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23番７号  

郡山市財務部契約検査課 

※封筒には「補正書類在中」と赤字で明

記してください。 

令和６年 12 月 13 日（金） 

必着 

修正が必要な箇所は、

第１号様式（その１）

に記載の「書類作成

者」に電話連絡しま

す。 

持参 以下の受付会場まで持参 

郡山市役所別棟２階 別棟第４会議室 

令和６年 12 月 13 日（金） 

16 時まで 
 

 

11 申請内容の変更手続き 

 (1) 申請書類を提出した後、申請内容に変更が生じた場合は、「競争入札参加資格審査申請事

項変更届（第 17 号様式）」及び添付書類を速やかに契約検査課まで提出してください。 

   ※令和７年度から、入札参加資格審査申請事項変更届を郡山市オンライン申請フォームか

ら提出することが可能となります。ただし、令和６年度中（令和７年３月 31 日まで）に

上記変更届を提出する場合は、従来どおり郵送または持参にて提出してください。 

 (2) 変更内容によっては、現在登録のある業者情報（令和５・６年度分）にも影響が出ること

から、そちらの変更届も併せて提出してください。 

 (3) 変更届の様式は、本市ウェブサイトからダウンロードできます。 

   【掲載ページ】 

     入札参加資格審査申請事項の変更について 

 

 

 

 (4) 本市所定の変更届以外の様式で提出された場合、受付できません。 

 (5) 変更届はオンライン申請のほか、郵送又は持参でも提出することが可能です。 

 (6) 変更の内容に応じた添付書類の例は次表のとおりです。 

   なお、建設工事に登録を希望している方で、国又は都道府県へ建設業許可に係る「変 

更届出書（様式第二十二号の二）」を提出した方は、下表添付書類と併せて、その写し

（担当所管庁の受付印のあるもの）も提出してください。 

  

入札参加資格変更 
検索！ 
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変 更 事 項 添 付 書 類 

１ 商号又は名称 ・法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し 

・委任先を設定している場合は委任状（第２号様式） 

２ 所在地 

 ※郵便番号、電話番号、 

ＦＡＸ番号の変更の場合は

併せて記載すること 

(1) 本店の変更 

・履歴事項全部証明書の写し 

 ※個人の場合は、住民票の写し 

(2) 委任先の場合 

・支店登記してある場合は、履歴事項全部証明書の写し 

３ 代表者 ・法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し 

 ※登記中に入札又は契約締結する場合は、契約検査課へお問

合せください。 

※個人事業主の代表者を変更する場合は、契約検査課へお問

合せください。 

・委任先を設定している場合は委任状（第２号様式） 

４ 内部受任者職氏名 
・委任状（第２号様式） 

・受任者が取締役になった場合は、履歴事項全部証明書の写し 

５ 委任先 
 ※郵便番号、電話番号、
ＦＡＸ番号の変更の場合は

併せて記載すること 

・委任状（第２号様式） 

・履歴事項全部証明書の写し（委任先が登記してある場合） 

・新設の営業所等へ委任する場合は、法人設立・設置届の写し 

・既設の営業所等へ委任する場合は、各種納税証明書の写し 

６ 廃業（合併等に伴

う閉鎖を含む） 

・閉鎖事項全部証明書の写し 
※個人の場合は、個人事業の開廃業等届出書届の写し 

・合併等による廃業の場合は、合併等契約書の写し 

７ 民事再生法又は会社

更生の手続開始の申立

て、手続開始の決定、

計画認可決定、手続

終結 

◎契約検査課へお問合せください。 

 民事再生（又は会社更生）の手続き開始申立てを行った場合は、

入札への参加が制限されます。ただし、再生又は更生計画の認可

の決定がなされた場合は、再認定の申請を行うことにより、入札

制限を緩和することができます。 

８ 組織改編（合併、分

割、事業譲渡、法人化

等） 

◎契約検査課へお問合せください。 

 改編内容により、入札参加資格の承継をする場合や入札参加

資格が失効となる場合があります。 

９ その他 ◎契約検査課へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

郡山市財務部契約検査課 
 

〒963-8601 

福島県郡山市朝日一丁目 23 番７号 
 
【電話番号】 

令和６年10月１日～令和６年12月13日 024-924-2564 

             上記期間以外 024-924-2601 


